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◆�農村地区に家を建てる前に

　必ずご相談ください………
…… P2〜P3

◆中札内村からお知らせ……
………… P4

◆�農地の移動状況等を

　公表します！………………
P5

◆農業委員会活動報告………
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「“花・Ｃ
ク リ ス タ ル

ｒｙｓｔａｌ”」／スノーアートヴィレッジなかさつない 2021 より　（写真提供：中札内村）

2021年

令和3年3月

NO.40
中札内村は「日本で最も美しい村」
連合に加盟しています。
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　農村地区に住宅を建設する場合、「農振計画（農振法）」
や「農地法」の制限があるため、自分の土地であっても
自由に家は建てられません。家を建てる際には、次の２
つの手続きが必要となりますので、早めに産業課および
農業委員会へご相談ください。

①農振計画（農振法）での手続き（担当：産業課産業グループ）
　「農振計画（農業振興地域整備計画）」は、「農振法（農業振興地域の整備に関する法律）」に基
づき村が策定する計画で、農業振興を図っていく区域を「農用地区域」として指定しています。
　住宅の建設予定地が農用地区域内だった場合、農振計画の変更手続き（農振除外）が必要にな
りますので、まずは産業課にて農用地区域かどうかの確認を行ってください。
※�除外手続きが必要にもかかわらず手続きをせずに無許可で家を建てると、法律により原状回復（農地復元）を命じら
れたり、悪質な違反の場合は、１年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が適用されることもあります。

◎農振除外の手続きをするには
　役場産業課へ建設予定地、施設の種類、規模等を教えてください。※手続きが完了するまでは
施設等の建設工事に着手できないため、建設の予定がある方は、早めのご相談をお願いいたします。

◎農振除外の流れ  ※異議の申出がない場合

ちょっと待ってください、手続きはお済みですか？ちょっと待ってください、手続きはお済みですか？
《農村地区に　　を建てようかな？》《農村地区に　　を建てようかな？》

家を建てる前に
必ずご相談ください！

農 振
除 外

農協、農業委員会
への意見聴取

約10日 約2～3週間 45日 約2週間

十勝総合振興局
への事前相談

変更案の告示・縦覧、
異議申出期間

十勝総合振興局
との変更協議 決 定

転 用
許 可

工 事
着 手

1 2

許可が出るまで許可が出るまで
最大でおよそ最大でおよそ

４か月４か月

②農地法での手続き（担当：農業委員会）

　住宅建設予定地の登記地目が「畑」になっていたため、「宅地」に転用する場合に必要な手続きです。
※�農地転用の手続きを行わないで家を建てると農地法違反となります。その場合、知事又は指定市町村から工事の中止
や原状回復を命じられたり、悪質な違反の場合は、３年以下の懲役または300万円以下（法人の場合は1億円）の罰金
という罰則が適用されることもあります。

◎農地転用の手続きをするには
　農業委員会へ申請書および必要な書類を添付し提出してください。
　（書類の作成は、行政書士等にご依頼ください。）

◎農地転用の流れ
　＊建設予定地の面積が30a以下の場合

農業委員会へ書類の提出（毎月15日締め切り）
※休日の場合はその前の平日

農業委員会総会に諮る
（毎月25日前後） 許 可 許可が出るまで許可が出るまで約1か月約1か月

最大でおよそ最大でおよそ１か月半１か月半
※�転用面積が30aを超えている場合は、北海道農業会議への意見聴取が必要となり、約
２～３か月の時間がかかります。

●●●●●
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▶「農用地区域」とは …
　農用地区域とは、農業振興のための基盤として、将来にわたって農用地等としての利用を確保する
必要がある区域のことで、①農地（田、畑、樹園地）、②採草放牧地、③混木林地、④農業用施設用
地の４種類に用途区分されています。農用地区域として指定された区域は、農地転用の制限や開発行
為が厳しく制限される一方、譲渡や取得時に税制上の優遇措置が受けられたり、各種補助事業の対象
地となる利点があります。

▶「開発行為」とは …
　開発行為とは、農用地区域内において宅地の造成や土地の開墾、農用地間における
用途の変更、砂利等の採取などの行為（農地法では農地転用という）を行うことです。
　農用地区域に指定されている土地は原則として、農業以外の用途に利用することはできません。
　前ページで記述した「住宅を建設する」以外にも、次のような場合には「農振計画の変更」が必要になります。

農振計画について

「農振計画の変更」が必要な開発行為は３種類！

令和３年度  農振計画の全体見直しについて（重要なお知らせ）

令和3年度に農業用施設や農家住宅等の建設を予定されている方は、
令和３年８月31日（期限）までにご相談ください。

（※年内の完成を予定されている方は、建設スケジュールを確認のうえ、より早めのご相談をお願いいたします。）

　村では、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業生産等に関する現
況及び将来の見通しなどを農振計画に反映するため、令和４年３月完了を目途に農振計画の全体
見直しを行います。
　見直しに伴い、関係機関との協議や意見聴取を行う必要があるため、農振除外、編入、用途区
分変更の受付を令和３年９月１日から一時中止させていただきます。

農地転用が不要な場合でも、農振計画の手続きが必要な場合があります！

◉ 住宅を建てたい　⇒　農振除外 に該当
【農振除外】　手続期間：３～４カ月
農用地区域に指定された土地を、農業以外を目的として利用しようとする場合に必要。

◉ 現在農用地区域外にある農地を農用地区域内へ入れたい　⇒　編入 に該当
【農用地区域への編入】�手続期間：３～４カ月
宅地（農用地区域に指定されていない土地）に格納庫等の農業用施設※を建設するなど、
新たに農用地区域に編入しようとする場合に必要。
※農業用施設�:�農業に利用する畜舎、堆肥舎、倉庫、格納庫、農産物集出荷施設・貯蔵施設等のこと

◉ 農業用施設を建てたい　⇒　用途区分変更 に該当
【用途区分変更】手続期間：１ha以上⇒３～４カ月、１ha�未満⇒約２週間
農地に、業務のために必要な格納庫等の農業用施設を建設しようとする場合に必要。

準備金制度を活用して農業用施設を建設する場合、農業用施設用地内に所在することが要件と
なっているため、編入や用途区分変更といった農振手続きが必要になるケースがあります！

令和３年８月31日
まで受付可能

令和４年４月１日
から受付再開

令和３年９月１日～
令和４年３月31日まで受付不可
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　令和2年１月から令和２年12月までに締結（公告）された賃貸借における賃貸料水準　令和2年１月から令和２年12月までに締結（公告）された賃貸借における賃貸料水準
（ 10a当たり）は、次のとおりとなっています。（ 10a当たり）は、次のとおりとなっています。

農地賃貸料情報

締結（公告）された地区名 平均額（円） 最高額（円） 最低額（円） 件　　　数
中札内全域 7,900 10,000 5,500 45

農地の移動状況等を公表します！農地の移動状況等を公表します！
（令和２年４月～令和３年１月末）（令和２年４月～令和３年１月末）

　2021年度（令和３年１月末現在）における農地の移動状況等について　お知らせします。　2021年度（令和３年１月末現在）における農地の移動状況等について　お知らせします。

法 令 名 有償・無償 移転区分 年度 件数 面積（㎡） 備　考

農地法第３条

※相対契約等による農地の賃貸借、使用貸借、売買、贈与

有　償
所有権移転 R2 8 135,387 売買R1 6 129,902

利用権移転 R2 7 309,534 賃貸借R1 2 115,000

無　償
所有権移転 R2 9 1,083,222 贈与・交換R1 2 310,669

利用権移転 R2 1 330,156 使用貸借R1 0 0

農地法第４条
※権利の移転・設定を伴わない農地転用

無　償 R2 3 13,354 牛舎、格納庫等
R1 2 1,448 格納庫、定温庫

農地法第５条

※権利の移転・設定を伴う農地転用

無　償
所有権移転 R2 1 13,977 育成舎、乾草庫等

R1 0 0

利用権移転 R2 3 77,765 砂利採取、遊技地等
R1 3 52,614 砂利採取、遊技地等

基盤強化法

※あっせんによる農地の賃貸、売買等

有　償
所有権移転 R2 14 632,686 あっせん売買R1 9 395,097

利用権移転 R2 37 1,822,403 あっせん賃貸（更新含む）R1 16 677,400

無　償
所有権移転 R2 0 0

R1 0 0

利用権移転 R2 6 267,028 経営移譲によるR1 0 0

合　　　　　計 R2 89 4,685,512
R1 40 1,682,130

※上記には、北海道農業公社に係る買入、売渡を含む。

※下段は、前年同期の数値

※平均額の百円未満は切捨て（公社賃貸除く）
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上記以外の車種の変更手続きは窓口が異なりますので、詳しくは、広報なかさつない３月号をご覧ください。

自動車の種類 廃車手続きに必要なもの 手続き先
　・125ccまでの原付　・50ccのミニカー
　・小型特殊自動車　　・農耕作業用特殊自動車

・所有者の印鑑
・ナンバープレート

住民課税務出納グループ
（☎ 67-2492）

中札内村から
お知らせ 産業課 産業グループ産業課 産業グループからから

火入れの５日前までには許可申請を！

農業経営強化準備金を活用している皆様へ
「農業経営改善計画」の変更申請を忘れずに行ってください！

☎６７－２４９５

　現在、法律により野焼き行為は原則禁止されていますが、農業や林業を営む上でのやむを得ない廃棄物の
焼却（火入れ）は例外として認められています。ただし、無許可での火入れは、万一林野に火が燃え移った
場合、火災場所の特定が遅れ、大規模な林野火災になりかねないため、村では火入れに関する条例で森林の
周囲１ｋｍの範囲内にある土地に火入れをする時には、火入れをする5日前までに許可申請をしていただく
こととしています。
　林野火災の防止のためルールを守って火入れをしていただくようご協力をお願いします。

□申請方法
役場産業課へ申請書を提出してください。（申請書は、産業課にあります）

□火入れで焼却が認められているもの
農業や林業を営む上でやむを得ない豆がらや伐採した木の枝などの廃棄物
※農業資材（すべての廃ビニールなど）の焼却はできませんのでご注意ください。

　平成30年４月１日に所得税法等の一部改正が行われ、準備金の取崩しについて次のとおり取扱いが変更と
なっています。

●�農業経営改善計画への記載の有無、当初から取得を想定していたか等にかかわらず、農用地等（準
備金の対象資産）を取得した場合は準備金積立額の古い順から取得額相当額を取崩し、総収入金額
（益金）に算入されます。
●その際、農業経営改善計画に記載のない農用地等は圧縮記帳の対象となりません。

　準備金の積立をしており、かつ、対象資産の購入を検討している方は、その資産を農業経営改善計画に記
載していない場合、税の優遇措置を受けることができませんので、役場産業課で農業経営改善計画の変更手
続きをお願いします。

中札内村から
お知らせ 住民課 税務出納グループ住民課 税務出納グループからから ☎６７－２４９２

軽自動車税の廃車の手続き等は３月中に！
　トラクターやショベルなどの小型特殊自動車を廃車した場合は、手続きが必要です。軽自
動車税は４月１日現在の登録に基づいて課税されることから、手元にトラクターなど自動車
がないのに納税通知が届く（納付義務があります）などの事態が発生します。
　変更がある場合は、３月中に住民課税務出納グループの窓口で変更手続きをお願いします。
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●毎週金曜日発行
●購読料　　　１カ月　７００円（税込）
　お申込みは、農業委員又は農業委員会へ
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改
善
セ
ン
タ
ー
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
相
談
会
は
、
相
談
活
動
を
通
じ
て
啓
発
・
普
及
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
農
業
者
年
金
制
度
の
円
滑
な
運
営
と
発
展
を
目
的
と
し
て
お
り
、

今
年
は
、
60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
農
業
者
年
金
受
給
資
格
を
有
す
る
方

を
対
象
に
ご
案
内
し
、
13
名
の
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
北
海
道
農
業
協
同
組
合
中
央
会
の
廣ひ
ろ
ち
ょ
う長
隆
利
農
業
者
年
金

相
談
指
導
員
を
講
師
に
農

業
者
年
金
の
受
給
に
向
け

た
準
備
に
つ
い
て
個
人
別

の
受
給
予
定
額
を
見
な
が

ら
分
か
り
や
す
く
説
明
し

て
い
た
だ
き
、
大
変
有
意

義
な
説
明
会
と
な
り
ま
し

た
。

　

説
明
会
後
の
相
談
会
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
の

状
況
を
考
慮
し
た
う
え
で
、

手
続
き
等
の
詳
し
い
内
容

に
つ
い
て
相
談
が
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

写
真
：
相
談
会
の
様
子


